
○島根県産業廃棄物減量税条例施行規則

令和2年3月10日

島根県規則第15号

島根県産業廃棄物減量税条例施行規則をここに公布する。

島根県産業廃棄物減量税条例施行規則

(趣旨)

第1条　この規則は、島根県産業廃棄物減量税条例(令和元年島根県条例第10号。次条を除き、以下「条例」とい

う。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条　島根県産業廃棄物減量税条例第5条第1号に規定する規則で定める産業廃棄物は、市町村(市町村の組合を含

む。)の条例により搬入を認められている産業廃棄物のうち、その処理に要する費用を徴収されないものをい

う。

(課税標準の端数計算)

第3条　産業廃棄物減量税の課税標準である産業廃棄物の重量は、その重量に1,000分の1トン未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。

(条例第6条の規則で定める要件)

第4条　条例第6条の規則で定める要件は、産業廃棄物の容量の計測が可能であることとする。

(換算して得た重量)

第5条　条例第6条の規則で定めるところにより換算して得た重量は、別表の左欄に掲げる産業廃棄物の種類(種類

ごとの容量を計測できない産業廃棄物にあっては、その主たる産業廃棄物の種類)に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる換算係数を当該産業廃棄物の容量に乗じて得た重量とする。

(特別徴収義務者の指定)

第6条　産業廃棄物減量税の課税地を管轄する県民センター(課税地が隠岐郡である場合にあっては、東部県民セン

ター)の長(以下「所長」という。)は、条例第9条第2項の規定により産業廃棄物減量税の徴収の便宜を有する者

を特別徴収義務者として指定したときは、産業廃棄物減量税特別徴収義務者指定通知書(第1号様式)により、こ

れを通知するものとする。

(特別徴収義務者としての登録申請)

第7条　条例第10条第1項前段の規定により特別徴収義務者としての登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める期限までに、産業廃棄物減量税特別徴収義務者登録申請書(第2号様式)によ

り、所長に申請しなければならない。

(1)　条例第9条第1項に規定する特別徴収義務者　最終処分場において産業廃棄物の最終処分を業として開始し

ようとする日の5日前の日

(2)　条例第9条第2項に規定する特別徴収義務者　産業廃棄物減量税特別徴収義務者指定通知書を受け取った日

から5日を経過する日

2　条例第10条第1項後段の規定により登録した事項の変更を申請しようとする者は、当該変更があった日から5日

以内に、産業廃棄物減量税特別徴収義務者変更登録申請書(第3号様式)により、所長に申請しなければならな

い。

(条例第12条第1項の担保の提供を免除する場合の要件等)

第8条　条例第12条第1項の規則で定める要件は、同条第2項の規定による徴収猶予の申請をした特別徴収義務者が

当該徴収猶予の申請をした日前3年以内において産業廃棄物減量税に係る徴収金について滞納処分を受けたこと

がなく、かつ、最近における産業廃棄物減量税に係る徴収金の納入状況からみて当該徴収猶予された期間の末日

までに当該徴収猶予に係る産業廃棄物減量税を納入することが確実と認められることとする。

2　条例第12条第1項の規定により徴する担保の提供手続については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条

の10の規定を準用する。

(最終処分場の設置等の届出)

第9条　条例第14条第1項の規定による届出をしようとする者(以下「納税者」という。)は、当該最終処分場におけ

る産業廃棄物の最終処分を開始しようとする日の5日前までに、最終処分場設置届出書(第4号様式)により、所長

に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合には、当該変更があった日から5日以内に、最終

処分場変更届出書(第5号様式)により、所長に届け出なければならない。

2　前項の規定は、最終処分場を譲り受け、又は借り受けようとする者について準用する。

(特別徴収義務等の消滅届)

第10条　特別徴収義務者及び納税者(以下「特別徴収義務者等」という。)は、最終処分場の埋立処分が終了し、又

は最終処分場を譲り渡し、若しくは貸し付けたことにより、当該処分場における特別徴収義務又は納税義務が消

滅したときは、その消滅した日から10日以内に産業廃棄物減量税特別徴収義務消滅届出書(第6号様式)又は産業

廃棄物減量税納税義務消滅届出書(第7号様式)により所長に届け出なければならない。

(最終処分場の休止届)



第11条　特別徴収義務者等は、最終処分場を1月以上にわたって休止しようとするときは、その休止の日から10日

以内に最終処分場休止届出書(第8号様式)により所長に届け出なければならない。

(納期限等の指定の通知)

第12条　所長は、条例第11条第2項又は第15条第2項の規定により別に納入又は納付に係る期間又は期限を指定した

ときは、産業廃棄物減量税納期限等指定通知書(第9号様式)により、これを特別徴収義務者等に通知するものと

する。

(帳簿等への記載事項等)

第13条　条例第19条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)　産業廃棄物の搬入年月日

(2)　産業廃棄物の種類及び重量又は容量並びにそのうち条例第5条の規定により産業廃棄物減量税を課されない

産業廃棄物の種類及び重量又は容量

(3)　特別徴収義務者にあっては、産業廃棄物の最終処分の委託者の氏名又は名称及び廃棄物の処理及び清掃に

関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第12条の3の規定により交付された産業廃

棄物管理票の交付番号

(文書の様式等)

第14条　文書の様式は、産業廃棄物減量税の賦課徴収に関する次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表

の右欄に掲げる様式とする。

行為の区分 様式

1　条例第10条第2項の規定による証票の交付 産業廃棄物減量税特別徴収義務者証票(第10号様式)

2　条例第11条第1項又は第15条第1項の規定による申告 産業廃棄物減量税納入(納付)申告書(第11号様式)

3　条例第12条第2項の規定による申請 産業廃棄物減量税徴収猶予申請書(第12号様式)

4　条例第12条第3項の規定により準用される地方税法
(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条
の2の2の規定による通知

産業廃棄物減量税徴収猶予(承認・不承認)通知書(第1
3号様式)

5　条例第13条第1項の規定による申請 産業廃棄物減量税還付・納入義務免除申請書(第14号
様式)

6　条例第13条第3項の規定による通知 産業廃棄物減量税還付・納入義務免除(承認・不承認)
通知書(第15号様式)

7　条例第16条第2項の規定による修正申告 産業廃棄物減量税修正申告書(第16号様式)

8　条例第17条の規定による通知 産業廃棄物減量税更正(決定)通知書(第17号様式)

9　法第20条の9の3第1項又は第2項の規定による請求 産業廃棄物減量税更正請求書(第18号様式)

10　法第20条の9の3第4項の規定による通知及び同項の
規定による更正をする旨の通知

産業廃棄物減量税更正請求(承認・不承認)通知書(第1
9号様式)

2　前項に定めるもののほか、産業廃棄物減量税の賦課徴収についての手続及び文書の様式は、島根県県税条例施

行規則(昭和51年島根県規則第16号)の定めるところによる。この場合において、同規則第5条第1項中「又はこの

規則」とあるのは「、島根県産業廃棄物減量税条例(令和元年島根県条例第10号)、この規則又は島根県産業廃棄

物減量税条例施行規則(令和2年島根県規則第15号)」と、同規則第7条第1項中「条例第5条」とあるのは「島根県

産業廃棄物減量税条例第18条第1項の規定により読み替えられた条例第5条」とする。

附　則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附　則(令和2年規則第107号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

附　則(令和3年規則第84号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕い

が可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

産業廃棄物の種類 換算係数

1　燃え殻(廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定する燃え殻をいう。) 1.14

2　汚泥(廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定する汚泥をいう。) 1.10

3　廃油(廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定する廃油をいう。) 0.90

4　廃プラスチック類(廃棄物処理法第2条第4項第1号に規定する廃プラスチック類をいう。) 0.35



5　紙くず(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処
理法施行令」という。)第2条第1号に規定する紙くずをいう。)

0.30

6　木くず(廃棄物処理法施行令第2条第2号に規定する木くずをいう。) 0.55

7　繊維くず(廃棄物処理法施行令第2条第3号に規定する繊維くずをいう。) 0.12

8　動植物性残さ(廃棄物処理法施行令第2条第4号に規定する動物又は植物に係る固形状の不要
物をいう。)

1.00

9　動物系固形不要物(廃棄物処理法施行令第2条第4号の2に規定する獣畜及び食鳥に係る固形状
の不要物をいう。)

1.00

10　ゴムくず(廃棄物処理法施行令第2条第5号に規定するゴムくずをいう。) 0.52

11　金属くず(廃棄物処理法施行令第2条第6号に規定する金属くずをいう。) 1.13

12　ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃棄物処理法施行令第2条第7号に規定する
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずをいう。)

1.00

13　鉱さい(廃棄物処理法施行令第2条第8号に規定する鉱さいをいう。) 1.93

14　がれき類(廃棄物処理法施行令第2条第9号に規定するコンクリートの破片その他これに類す
る不要物をいう。)

1.48

15　動物のふん尿(廃棄物処理法施行令第2条第10号に規定する動物のふん尿をいう。) 1.00

16　動物の死体(廃棄物処理法施行令第2条第11号に規定する動物の死体をいう。) 1.00

17　ばいじん(廃棄物処理法施行令第2条第12号に規定する集じん施設によって集められたばい
じんをいう。)

1.26

18　廃棄物処理法施行令第2条第13号に規定する廃棄物 1.00

備考　この表の換算係数は、1立方メートル当たりのトン数とする。

第1号様式(第6条関係)



第2号様式(第7条関係)

(令3規則84・一部改正)



第3号様式(第7条関係)

(令3規則84・一部改正)



第4号様式(第9条関係)

(令3規則84・一部改正)



第5号様式(第9条関係)

(令3規則84・一部改正)



第6号様式(第10条関係)

(令3規則84・一部改正)



第7号様式(第10条関係)

(令3規則84・一部改正)



第8号様式(第11条関係)

(令3規則84・一部改正)



第9号様式(第12条関係)



第10号様式(第14条関係)



第11号様式(第14条関係)

(令3規則84・一部改正)







第12号様式(第14条関係)

(令3規則84・一部改正)



第13号様式(第14条関係)



第14号様式(第14条関係)

(令3規則84・一部改正)



第15号様式(第14条関係)



第16号様式(第14条関係)

(令3規則84・一部改正)







第17号様式(第14条関係)

(令2規則107・一部改正)







第18号様式(第14条関係)

(令3規則84・一部改正)







第19号様式(第14条関係)




